
 

公的研究費に係る不正行為に対する告発等の対応について 

 
 

 
 

 

①通報・告発・相談 

 

 

 

 

⑩調査結果の報告 

（調査開始１５０日以内） 

常務理事会の議を経て、懲戒委員会の設置 

調査及び報告 

懲戒処分の決定 

②報告 

調査委員会 

⑤警告及び 

臨時措置 

被告発者が懲戒処分対象と判断される場合（懲戒手続に係る規程） 

③報告 

告発者等 

懲戒委員会 

理 事 会 

被告発者に対する懲戒処分の通達 

理 事 長 

⑧必要に応じて予備調査を実施 

⑨調査実施の決定から３０日以内に調査開始 

（各種資料の精査、関係者に対するヒアリング等） 

研

究

倫

理

委

員

会 

⑦調査対象

研究費等

使用停止 

資金配分機関等 

協議 

⑭最終報告書の提出 

（告発から２１０日以内） 

受付窓口（学務課） 

統括管理責任者（副委員長） 

最高管理責任者（委員長） 

④被告発者に対する警告・臨時措置の検討（必要と判断した場合⑤へ） 

⑥調査実施の要否の検討（「③報告」から３０日以内）（調査実施を決定した場合⑦へ） 

⑪確定した調査結果に基づき、研究倫理委員会における協議を経て、被告発者に対する 

実施措置等を決定する（⑫へ）。 

⑫結果通知 

⑫結果通知 

被告発者 

⑬不服申し立て 

（通知１４日以内） 

↓ 

再調査要否検討 

（実施⑪へ） 

（未実施⑭へ） 


